
事業復活支援金の詳細について

中小企業庁長官官房総務課

2022 年5月20 日時点版

※本資料は、今後改訂する可能性がございます。
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１ー１．事業復活支援金の概要
¸

ểỄ
業種や所在地を問わず給付対象

新型コロナウイルス感染症の影響 ṕ P.4 Ṗ

2021 11 Ṍ2022 3 いずれかの月の売上高が2018 11 Ṍ2021 3

50 ％以上 30 ％以上50% 未満減少

1

2

売上高減少率
個人
事業者

法人

年間売上高※

1億円以下
年間売上高※

1億円超～5億円以下
年間売上高※

5億円超

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円

※基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

＝ 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

「2018 年11 月～2019 年3月」、「2019 年11 月～2020 年3月」、「2020 年11 月～2021 年3月」のいずれかの期間
ṕ ṕ Ṗ Ṗ

2021 年11 月～2022 年3月のいずれかの月
ṕ 50% 30Ṿ 50Ṿ Ṗ

2



3

１ー２．スケジュール（予定）
2

27 日

事前確認開始

15

6月14 日

事前確認
終了

24 31 日

通常申請
受付開始

18 6月17 日

申請受付
終了

18

申請サポート会場開設
( 全都道府県・64 会場)
β4 18 65

1日

3 41 5 6

18

27

6月1日

差額給付
申請開始

26

7

申請ID
発行終了

5月31 日

5月２０日更新

6月30 日

差額給付
申請受付

終了

ẑ 6 1

30



¸ 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化 需要の減少又は供給の制約により大きな影
響 自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50 ％以上又は30% 以
上50% 未満減少

上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類（※）の追加提出を求める場合があります。
ẑ Ḳ ṕ Ṗ

4

需要の減少による影響 供給の制約による影響

国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

個人消費の機会の減少

国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として
顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止

個人消費の機会の減少

消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
個人需要の減少

海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
海外現地需要の減少

コロナ関連の渡航制限等による
海外渡航者や訪日渡航者の減少

個人消費機会の減少

顧客・取引先※が①～⑤又は⑦～⑨のいずれかの
影響を受けたこと

発注の減少
ẑ

コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
業務上不可欠な財・サービスの調達難

国や地方自治体による休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

業務上不可欠な取引や商談機会の制約

国や地方自治体による
就業に関するコロナ対策の要請

業務上不可欠な就業者の就業制約

※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満た

しません

Å

ṕ ṕ Ḳ Ṗ

Ṗ

Å

Å

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

２．新型コロナウイルス感染症の影響



5

２．新型コロナウイルス感染症の影響の具体例①
需要の減少による影響

国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
個人消費の機会の減少

①

Ṯ ṯ

Å

Å

国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
個人消費の機会の減少

②

Ṯ ṯ

Å

Å

③ 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行 個人需要の減少

Ṯ ṯ

Å

Å



6

２．新型コロナウイルス感染症の影響の具体例②
需要の減少による影響

海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
海外現地需要の減少

④

Ṯ ṯ

Å

Å

コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
個人消費機会の減少⑤

Ṯ ṯ

Å

Å

⑥ 顧客・取引先※が①～⑤又は⑦～⑨のいずれかの影響を受けたこと
発注の減少 ẑ

Ṯ ṯ

Å

ṕ Ṗ

Å

ṕ Ṗ
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２．新型コロナウイルス感染症の影響の具体例③
供給の制約による影響

コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
業務上不可欠な財・サービスの調達難

⑦

Ṯ ṯ

Å

Å

国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
業務上不可欠な取引や商談機会の制約⑧

Ṯ ṯ

Å

BtoB

Å

BtoB

⑨ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
業務上不可欠な就業者の就業制約

Ṯ ṯ

Å

Å



３．給付対象外の例

8

1
30Ṿ

給付要件を満たさなければ給付対象外

Ẅ
ü ṕ

ṕ Ḳ Ṗ
Ṗ

ü

ü

2

ễ 不正受給
事業復活支援金の申請・受給を行う資格はありません

Ệ

5



４． 宣誓・同意書

¸ 宣誓事項に宣誓 同意事項
に同意 中小法人等の代表者又は個人事業者等の本人が自署

直ちに事
業復活支援金の給付の辞退又は返還

ẑ 趣旨・目的が妥当しない理由により対象月の月間の事業収入等が基準期間の同月比で30 ％以上減少している場合
ṕ Ṗは、給付要件を満たさない

新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく
通常事業収入を得られない時期を対象月とする
売上計上基準の変更又は顧客との取引時期の調整

自主的な休業や営業時間の短縮 単に営業日数が少ない

1 給付要件 ẑ

2 虚偽がない

3 暴力団排除

4 事業の継続・立て直し

5 帳簿書類等の書類を電磁的記録等により7年間保存

6 関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査

7
不正受給等が発覚した場合

速やかに返還 氏名等の公表等の措置

8 事務局、国税庁その他の関係行
政機関並びに捜査機関の間において相互に提供

9
提供した基本情報 事業復活支援金の制度枠組みを準用した支援策の事務のために第
三者に提供 本事業に関連する事務のために申請者情報を第三者から取得

10 給付規程 9



５．申請フロー

10

¸ 一時支援金又は月次支援金を既に受給された方
継続支援関係ṕP.12 Ṗがある方 申請ステップの一部を省略

¸事前確認は、継続支援関係に当たる登録確認機関がある方は当該機関への依頼を推奨

継続支援関係に当たる
登録確認機関がある

継続支援関係に当たる
登録確認機関がない

ểḰ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ỄḰ ễḰ

ỆḰ ệḰ

申請ステップが省略できます

申請パターンB

申請パターンC

アカウントの申請・登録等

GビズID
不要

継続支援関係の
登録確認機関

TV / /

簡略化された事前確認※

TV /

事前確認
Ṯ ṯ

申請ṕP.16 ṌṖ

申請書類１～５

ṕ過去受給時の
情報を活用可能Ṗ

申請書類１～５

申請書類１～８

審査 給付登録確認機関の事前確認ṕP.11ṌṖ

ỈḰ
ỉḰ 1

ỊḰ

＋

ἲP.16

ἲP.11

ẑ

ἲP.11

ṕP.16ṌṖ

ồ
ớ

一時支援金及び
月次支援金を

受給して
いない者

一時支援金又は
月次支援金を

既に
受給した者

ồ
ớ
פּ

申
請
Ｉ
Ｄ
を
発
番ẑ

申請パターンA

ẑ ID ID ṕ Ṗ



アカウントの申請・登録ṕ ID Ṗ
必要な書類の準備

WEB 身近な登録確認機関を検索
事前確認の依頼・事前予約ṕ Ṗ

ẅ事前予約せずに登録確認機関に訪問することは、絶対に行わないでください

事務局に申請

事前確認
ἲTV / / ( )

1

2

3

4

６．事前確認① 概要

¸ 不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応

¸ 「登録確認機関」 TV ṕ
Ṗ 形式的な確認

¸ 申請希望者が給付対象であるかの判断
は行いません 事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません

「継続支援関係(P12) 」
にあたる登録確認機関か
ら事前確認を受ける場合

⇓

電話で事前確認を受け
ることができます。
また、事業を実施してい
るか等の確認を省略可
能です。

11

B C



（１）認定経営革新等支援機関

●

（２）認定経営革新等支援機関に準ずる機関

（３）上記を除く機関又は資格を有する者等

¸ 事前確認を行う機関としての登録を認めた
機関（登録確認機関）については、事務局のWEB サイトで順次公表します

¸ 「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化
継続支援関係にない場合ṕ Ṗ 事

前確認を行う 申請時に、一部追加的に提出する書類※ ẑP.16

ẅ /
ẅ
ẅ

ẅ /
ẅ /
ẅ

ẅ /
◆
Ẍ

● /
●

● /
Ẍ /

¸ /

■事前確認を行う機関（以下の者から募集）

■継続支援関係の定義

特別の法律により設置された機関［ẅ］の会員・組合員（過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの）①

法律に基づく士業［●］の顧問先（過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの）②

金融機関［◆］の事業性融資先（株式保有先を含む）③

登録確認機関［ẅ●◆Ẍ全て対象］の反復継続した支援先（事業者の本業で2019 年～2021 年の間に毎年１回以上の支援実績があるもの）④

12

（参考）事業復活支援金の登録確認機関と「継続支援関係」
B C



６．事前確認② 事前確認の書類準備等

13

登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合は、

①～④は省略することができます。その場合は、⑤のみをお手元にご準備ください。

① 本人確認書類ẑàṊ履歴事項全部証明書ṕ Ṗ

② 収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えẑỄ ễ

2018 11 帳簿書類ṕ ṖẑĿ

2018 11 通帳

「宣誓・同意書」ṕ WEB Ṗ

¸ WEB ṕ「申請ID 」を自動発番Ṗ

申請者アカウントの発行

事前確認用の書類準備

ẑà ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ẑÝ e-Tax
ẑÞ 

ẑĿ 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

1 アカウントの申請・登録ṕ ID Ṗ
必要な書類の準備

ẅ 履歴事項全部証明書及び代表取締役の本人確認書類に
加えて、委任状（委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由）及び委任状に記載された受任者の本人確認書
類

ẅ Ḳ2019 年11 月、2020 年11 月、基準期間を含む全ての事業年度
ẅ Ḳ2019 年、2020 年、基準期間を含む全ての年分

B C



６．事前確認③ 事前確認の依頼・事前予約

14

¸ WEB 「登録確認機関一覧」 身近な登録確認
機関を検索

ẅ登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、「書類の有無の確認を省略可能」かつ「電話での
確認も可能」

ṕ
Ṗ

¸

登録確認機関の検索

事前予約

¸ 事前予約の連絡 ṕTV / / ( )Ṗ

ẅ事前予約せずに登録確認機関を訪問することは絶対に行わないでください。

WEB 身近な登録確認機関を検索
事前確認の依頼・事前予約ṕ Ṗ

2

B C



ID ṕ Ṗ
ṕ Ṗ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ẑể

ẑể

ẑỄ

ẑỄ

ẑễ

ṕ Ṗ

ẑễ

６．事前確認④ 事前確認の実施

15

事前確認の主な内容

事前確認
ἲTV / /

3

事務局に申請4

継続支援関係の場合、
・④～⑥は省略可能。
・⑦も登録確認機関が
既に把握済であれば省
略可能。

B C



¸ 事前確認の後ẑ WEB ペー
ジから申請 ṕ1/31 ṌṖ
ẑ

ểḰ WEB

ỄḰ

ễḰ

ṕ Ṗ

16

ẑ1

書類 一時支援金又は
月次支援金の既受給者※２ 登録確認機関と

継続支援関係あり
登録確認機関と

継続支援関係なし

確定申告書 Ṇ Ṇ Ṇ

対象月の売上に係る帳簿 Ṇ Ṇ Ṇ

履歴事項全部証明書（法人）、本人確認書類（個人） Ṇ Ṇ Ṇ

通帳（振込先が確認できるページ） Ṇ Ṇ Ṇ

宣誓・同意書 Ṇ Ṇ Ṇ

基準月の売上に係る帳簿 Ṇ

基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等※３ Ṇ

基準月の売上に係る通帳等（取引が確認できるページ）※３ Ṇ

ẑể
ṕ Ṗ

ẑỄ
ẑễ ṕ Ṗ

７．申請① 申請方法・主な必要書類



【法人】 2019 年11 月、2020 年11 月及び選択する基準期間※１ ẑỄ

ẑể 2018 11 Ṍ2019 3 2019 11 Ṍ2020 3 2020 11 Ṍ2021 3
ẑỄ 1 2019 2020

ṕ 11 2018 2019 Ṗ

17

選択する基準期間 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

法人

1,2,11,12 月決算
基準期間が

事業年度をまたぐ

2018.11 -2019.3 必要 必要 必要

2019.11 -2020.3 必要 必要

2020.11 -2021.3 必要 必要 必要

法人

3~10 月決算
基準期間が

事業年度をまたがない

2018.11 -2019.3 必要 必要 必要

2019.11 -2020.3 必要 必要

2020.11 -2021.3 必要 必要

選択する基準期間 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

個人事業者

2018.11 -2019.3 必要 必要 必要

2019.11 -2020.3 必要 必要

2020.11 -2021.3 必要 必要 必要

ṕ Ṗ

ẑ11 ể ṕ Ḳ 2019 2018 Ṗ

７．申請② 提出が必要となる確定申告書

ṕẑ 1 Ṗ

【個人】 2019 年、2020 年及び選択する基準期間※１

ẑể 2018 11 Ṍ2019 3 2019 11 Ṍ2020 3 2020 11 Ṍ2021 3



（参考）注意事項

¸

添付書類全般に係る不備

確定申告書等に係る不備

V ṕ Ṗ

V

V Ṋe-Tax ṕ Ṗ

e-Tax ( )

売上台帳に係る不備

V

ṕ Ṗ

V ṕ
Ṗ

【売上台帳のイメージ】

12/10 20,000

12/20 500 10,000

12/30 3 35,500

65,500

売上台帳

会社名：株式会社復活支援金
2021 12

対象月の売上総額は記載されているか。

対象月( 売上月) は
記載されているか

18
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ẑ
¸¸

¸

ẇ/ẇ ẇẇ ẇẇ ẇẇ

ẇ/ẇ ẇẇ ẇẇ ẇẇ

ӸӸӸ ӸӸӸ ӸӸӸ ӸӸӸ

ẑ

/ /ṕ / / Ṗ

¸ 2018 年11 月から対象月まで 「帳簿書類および通帳」を７年間保
存する必要 ṕ Ṗ
ẑ
ẑ

７．申請③ 保存書類



20

¸ 申請サポート会場にて補助員が
電子申請の入力サポートを実施 ṕ Ḳ 65 Ṗ

ID ẑ HP

ẑ

ẑ HP

ṕ 65 Ṗ

ご利用の主な流れ

ẑ HP
ẑ

ẑ
ṕ ṕ ṖṖ

ẑ ṕ Ṗ ID

※1月26 日：来訪予約の受付開始 2月1日：申請サポート会場の開設

７．申請④申請サポート会場



８．給付額の算定①（中小法人等）

＜4月決算の法人＞対象月を2021 年12 月、基準期間を2018 年11 月～2019 年3月とするケース

¸ 対象月（2021 年12 月）の月間法人事業収入が ṕ 2018 12 Ṗ
30 ％以上減少

ü 2018 12 80 万円 ἲ 2021 12 40 万円
基準月と比較して50% 減少しているため、給付対象ṕ 50% ṕ 1 Ṗ 100 Ṗ

¸

ü 基準期間の法人事業収入ー対象月の法人事業収入×５
Ṭ460 40 úệṬ260 ἲ 給付額 100 万円

21

2018

2018 年 2019 年

5 11 12 1 2 3 4

100 100 80 100 80 100 80 1080

2019

2019 年 2020 年

5 11 12 1 2 3 4

100 100 80 100 80 100 80 1080

2020

2020 年 2021 年

5 11 12 月 1 2 3 4

100 100 80 100 80 100 80 1080

2021

2021 年 2022 年

5 11 12 月 1 2 3 4

80 80 40

S：給付額（上限100 万円） 100 万円ṕTἘ100Ṗ

TḲ ṕ=C -Bú5Ṗ 260ṕṬ460 -40ú5Ṗ

AḲ 80

BḲ 40

ṕAẓBṖ 50%

50%

CḲ 460

1080

1

事業収入[ ] 給付額計算

50%

ṕ Ḳ Ṗ

50%

460



８．給付額の算定②（個人事業者等 青色申告）

S：給付額（上限30 万円） 30 万円ṕTἘ30Ṗ

TḲ ṕ=C -Bú5Ṗ 40ṕṬ190 -30ú5Ṗ

AḲ 50

BḲ 30

ṕAẓBṖ 40%

30% 50%

CḲ 190

〈青色申告の場合〉対象月を2021 年11 月、基準期間を2019 年11 月～2020 年3月とするケース

¸ 対象月（2021 年11 月）の月間事業収入が ṕ 2019 11 Ṗ 30 ％
以上減少

ü 2019 11 50 万円 ἲ 2021 11 30 万円
基準月と比較して40% 減少しているため、給付対象ṕ 30% 50% 30 Ṗ

¸

ü 基準期間の個人事業収入ー対象月の個人事業収入×５
Ṭ190 30 úệṬ40 ἲ 給付額 30 万円

2018
11 12

40 40

2019
1 2 3 11 月 12

30 40 30 50 40

2020
1 2 3 11 12

30 40 30 40 40

2021
1 2 3 11 月 12

30 40 30 30 40

2022
1 2 3

30 40 30

22

ṕ Ḳ Ṗ

50%

40%

事業収入[ ] 給付額計算

190



８．給付額の算定③（個人事業者等 確定申告書において月間事業収入が確認できない場合）

S：給付額（上限50 万円） 50 万円ṕTἘ50Ṗ

TḲ ṕ=C -Bú5Ṗ 130ṕṬ230 -20ú5Ṗ

AḲ2019 ė12 50

BḲ 20

ṕAẓBṖ 60%

50%

CḲ 230

〈白色申告の場合など※確定申告書において月間事業収入が確認できない場合〉
対象月を2022 年1月、基準期間を2018 年11 月～2019 年3月とするケース

¸ 対象月（2022 年1月）の月間事業収入が ṕ 2019 Ṗ
30 ％以上減少

ü 2019 50 万円 ἲ 2022 1 20 万円

基準月と比較して60% 減少しているため、給付対象ṕ 50% 50 Ṗ

¸

ü 基準期間の事業収入合計ー対象月の個人事業収入×５
Ṭ230 20 úệṬ130 ἲ 給付額 50 万円

2018
11 12

40 ( ) 40 ( ) 480

2019
1月 2 3 11 12

50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 600

2020
1 2 3 11 12

50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 50 ( ) 600

2021
1 2 3 11 12

40 ( ) 40 ( ) 40 ( ) 40 ( ) 40 ( ) 480

2022
1月 2 3

20 40

23

ṕ Ḳ Ṗ

50%

60%

事業収入[ ] 給付額計算

230



８．給付額の算定④新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い

24

受給した補助金等について、その裏付けとなる書類（※）の追加提出を求める場合があります。ẑ Ḳ

基本的なケース

ṕ Ṗ

月間事業収入

月間事業収入に含まれる
新型コロナウイルス感染症に

関連する給付金等

月間事業収入

■算定のイメージṕ Ṗ

¸ 対象月の該当性判断や給付額の計算 新型コロナウイルス感染症対策として
給付金、補助金等（※）が含まれる場合 その額を除きます

ẑ
Å ṕ ӷ ӷ ӷ ӷJ-LODlive

ṕ ṖṖ
Å ṕ Ṗ

月間事業収入に含まれる
新型コロナウイルス感染症に

関連する給付金等

事業収入減少
ẑ30%

ẑ対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている場合



¸ 対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており 協力金等（※１）を受給する場合ṕ
Ṗ「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額ṕẑỄẑễṖ 対象月の月間事業

収入に加えます

ẑể
ṕ HP Ṗ

ẑỄ ṕ Ṗ
ẑễ

受給した（ないし受給を見込む）協力金等について、その裏付けとなる書類（※）の追加提出を求める場合があります。
ẑ Ḳ

■算定のイメージṕ Ṗ

対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている者の場合

（参考）協力金等の協力期間が対象月の前月や翌月にまたぐ場合における、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額の算出方法
ẓ 協力金等の一日当たりの単価× 対象月中の協力日数

Ḳ ṕ1 21 Ṍ2 13 Ṗ 72 ṕ3 ú24 (1 11 )Ṗ
1 ṕ 100 Ṗ

100+3 ú11=

133

月間事業収入
月間事業収入

＜給付対象とならないケース＞ ＜給付対象となるケース＞

８．給付額の算定⑤新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い

ẑ前ページの扱いをした上で

ṕ Ṗ

月間事業収入

ẑ133

ẑ

30 ％減の水準

50 ％減の水準

「対象月中に時短要請等に応じた分」
の協力金等

ṕ Ṗ

25



８．給付額の算定⑥ （対象月中に時短要請等に応じている者）

S：給付額（上限30 万円） 25 万円

TḲ ṕ=D -ṕBṧCṖú5Ṗ 25ṕṬ420 -(40+39) ú5Ṗ

AḲ 120

BḲ 40

C :
39

ṕAẓṕBṧCṖṖ 34%

30% 50%

DḲ 420

〈例：個人事業主等 青色申告の場合※〉 対象月：2022 年2月 基準期間：2019 年11 月～2020 年3月
2022 年2月に自治体からの時短要請に応じ、2月分を含んだ協力金等を3月に受給したケース

¸ 対象月（2022 年2月）の月間事業収入（2022 年2月に時短要請等に応じた分の協力金等を含む）が
ṕ 2020 2 Ṗ 30 ％以上減少

ü 2020 2 120 万円

ἲ 2022 2 40 万円（事業収入）ṧ39 万円（３万円×13 日）（協力金等）＝79 万円

ü 基準月と比較して34% 減少しているため、給付対象ṕ 30% 50% 30 Ṗ

¸

ü 基準期間の個人事業収入ー対象月の個人事業収入（協力金含む）×５
Ṭ420 ṕ40 ṧ39 ṖúệṬ25 ἲ 給付額 25 万円

2018
11 12

90 80

2019
1 2 3 11 12

50 40 100 80 90

2020
1 2月 3 11 12

60 120 70 70 80

2021
1 2 3 11 12

50 60 50 85 90

2022
1 2月 3

50
40

+39
30

26

ṕ Ḳ Ṗ

50%

34%

事業収入[ ] 給付額計算

420

ẑ
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９．特例（証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例） ※申請開始は2月18 日

罹災特例
Å2018 2019

Ṭ 1Ṍ3 11,12
2021 úệ

法人成り特例
Å2020 1

Ṭ
úệ

NPO法人・公益法人等特例
Å

ἲ
Å

ἲ

Å 2019 2020
Ṭ úỄ
ṧ 1Ṍ3

úệ

Å 2021 1~10
Ṭ 2021 10 úệ

úệ

新規開業特例

Å

ἲ

連結納税特例

Åṕ Ṗ

Åṕ Ṗ

証拠書類等に関する特例

Å2020 1

Ṭ
úệ

事業承継特例

Å2020 1
Ṭ

úệ

合併特例

Å

Ṭ 3
2021 11 Ṍ2022 3

3

季節性収入特例

ẅ ṕ Ṗ
ẅ

ṕ Ṗ



１０．差額給付申請（30 ％以上50 ％未満の売上高減少→50 ％以上の売上高減少）

28

■差額給付のイメージ（例）

¸ 差額給付の申請は、2022 年6月1日から2022 年6月30 日までです

6 1 受給した日の翌日から30 日間

¸ 以下の全てを満たす必要があります

V 初回給付を受けた ṕ Ṗ

V初回給付 30 ％以上50 ％未満の減少

V差額給付 初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とする

V差額給付 50 ％以上減少

V差額給付 初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けた

¸ 対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

差額給付額

Ḳ 「申請日」を含む月以降の月
ṕ2月 3月Ṗ

Ḳ 50% 以上
ẑ

Ḳ 2 8
( 11 12 1 Ṗ
Ḳ 30 ％以上50 ％未満

＜初回給付の申請情報＞ ＜差額給付の対象となる要件＞
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事業復活支援金事務局 ホームページ

１１．お問い合わせ先

事業復活支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】
¸ TELḲ0120 -789 -140
¸ IP Ḳ03-6834 -7593ṕ Ṗ

【登録確認機関専用】

¸ TELḲ0120 -886 -140
¸ IP Ḳ03-4335 -7475ṕ Ṗ

ẑ 8 30 Ṍ19 00 ṕ Ṗ
ẑ
ẑ

URL：https://jigyou - fukkatsu.go.jp/

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

